
ＩＣＴ支援員について 

ＩＣＴ支援員とは 

学校における教員のＩＣＴ活用（例えば、授業、校務、教員研修等の場面）をサポート
することにより、ＩＣＴを活用した授業等を教員がスムーズに行うための支援を行う。 
（地方公共団体で配置されているＩＣＴ支援員の数は平成２５年度末で約2,000人） 

課題の発見と解決に向けた子供たちの主体的・協働的な学びを進めて行くためにはＩＣ
Ｔの活用が重要 

・ＩＣＴを活用した教育を推進するためには教職員をサポートするＩＣＴ支援員が重要な
役割を果たす 

・ＩＣＴ環境整備状況や教員のＩＣＴ活用指導力は自治体ごとに異なっており、自治体の
状況に応じてＩＣＴ支援員に求められる能力も多様化している 

＜ＩＣＴ支援員の具体的な業務＞ 

 ●機器・ソフトウェアの設定や操作、説明 

 ●機器等の簡単なメンテナンス 

 ●機器・ソフトウェアや教材等の紹介と活用の助言 

 ●情報モラルに関する教材や事例等の紹介と活用の助言 

 ●デジタル教材作成等の支援                等 
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環境整備に対する支援件数の割合が減少し、授業
に関する支援件数の割合が増加  

⇒ＩＣＴ支援員に求められる業務が、機器操作やト
ラブル対応等の環境整備から、授業支援や教材
作成など創意工夫を求められる業務に高度化 

ICT支援員導入の事例について （東京都日野市） 

概要 

• 「日野市の全ての学校で、全ての教員がＩＣＴを活用した指導を実施できるようにする」ための方
策として、ＩＣＴ支援員（メディアコーディネータ）制度を平成１８年度（２００６年度）に導入 
 

• 市教育委員会が主導してＩＣＴ支援員の活動をサポート 
– 校長のリーダーシップによるＩＣＴを活用した教育の推進やＩＣＴ支援員が活躍できる校内の雰囲気づくり 

– 企業や学識経験者の協力による実践的な指導・助言 

– ＩＣＴ支援員同士の情報交換・勉強会等の支援  等 
 

• ＩＣＴ支援員による継続的・日常的な支援（１校当たり年間約３５回の訪問・支援） 

（日野市資料をもとに作成） 

0 

50 

100 
（％） 

A B C D E 

＜中学校＞ 
支援の内容 ２００６年度 ２００８年度 

環境整備に対する支援 ２１％    ７％ 

授業に関する支援 ５９％ ７４％ 

ＩＣＴ支援員の支援内容の変化 

0 

50 

100 
（％） 

A B C D E 

＜小学校＞ 
（日野市資料をもとに作成） 

（凡例） 

A ： 教材研究・指導の準備・評価などにICTを活用する能力 

B ：授業中にICTを活用して指導する能力 

C ：児童のICT活用を指導する能力 
D ：情報モラルなどを指導する能力 

E ：校務にICTを活用する能力 

教員のＩＣＴ活用指導力が向上 

教員のＩＣＴ活用指導力の推移 

ＩＣＴ支援員を導入することで教員のＩＣＴ活用が進み、ＩＣＴ活用指導力の向上などの好循環が生じる 
101 



ＩＣＴ支援員の必要性について 

調査概要 

（１）調査対象 教育委員会の情報教育担当及び全国公立小中学校の情報担当教諭 

（２）調査地域 全国の市区町村の教育委員会及び全国公立小中学校 

（３）標本調査 

 ①全国市区町村の400教育委員会（政令市全市、中核市全市、特別区全区、特例市全市、市町村無作為抽出） 

 ②全国公立小中学校4,200 校無作為抽出（小学校2,800 校、中学校1,400 校） 

（４）調査時期 平成25年8月～10月 

（５）調査方法 調査協力依頼と回答（依頼文の郵送、Ｗｅｂサイトからアンケート票のダウンロード）から調査データ回収回答結果のメール送
信（事務局で受信）） 

出典：第９回教育用コンピュータ等に関するアンケート調査報告書（平成２６年５月 一般社団法人日本教育情報化振興会） 

調査結果 

＜教育委員会向け調査＞ 

授業での活用、校務支援システムの導入など
で、ＩＣＴ支援員の必要性が高まっている 

＜学校向け調査＞ 

学校にＩＣＴ支援員を配置すべきである 

25.0% 

47.6% 

51.5% 

43.8% 

50.0% 

42.9% 

45.6% 

45.9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

町・村 

市 

政令市等 

全体 

① 強くそう思う ② そう思う 
③ あまりそう思わない ④ 全くそう思わない 
⑤ 無回答 

30.8% 

39.2% 

36.2% 

42.7% 

40.7% 

41.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学校 

小学校 

全体 

① 強くそう思う ② そう思う 
③ あまりそう思わない ④ 全くそう思わない 
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学校図書館の活動の充実について 

学習指導要領における主な記述（小学校 国語）  
「読むこと」の指導事項 
・読んだ本について、好きなところを紹介すること。 

□司書教諭と学校司書とが連携して行う学校図書館
を活用した授業（横浜市白幡小学校） 

 教師の授業観・教材観の改善 
 ～授業を変えた、読書単元の開発【国語】～ 

小学校 

65.9冊 

11.6冊 
平成２１年度 

７．９冊 

中学校 

貸出冊数（一人当たり／年） 

平成２１年度 
４７．２冊 

□読書活動の推進（荒川区） 

荒川区（平成２１年度から学校司書全校配置）に
おける一人当たり貸出冊数の推移 

学校図書館は、学校の教育を充実させる上で欠くことのできない基礎的な施設であり、近年で
は、国語や社会、美術等における調べ学習等、様々な授業での活用を通じ、「アクティブ・ラーニ
ングの視点からの不断の授業改善」を支援していく役割が期待されている。 

２年国語 「がまくん」シリーズをよんで、お気に入り
をしょうかいしよう 
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司書教諭 

・学校図書館を活用した 

教育活動の企画 等 

学校司書 

・日常の運営・管理 

・教育活動の支援 等 

平成２６年 

学校図書館法改正 

平成９年 

学校図書館法改正 
学校図書館の運営 

の改善及び向上 

・開館時間の確保 

・授業での活用促進 

・「心の居場所」 

・読書好きの増加 

司書教諭と学校司書について 
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学校司書の配置状況については、元来配置率が高い高等学校においては僅かながら低下する
傾向にあるが、小・中学校で増加傾向にあり、基本的な行政需要として各自治体から認識されつ
つあると考えられる。 

（数値は各年５月１日現在） 

「学校図書館の現状に関する調査」より 

学校数 
（A) 

学校司書配置学校数 学校司書の勤務形態 

（B) 
割合 
（B/A) 

常勤職員数 非常勤職員数 

小学校 
平成２０年 21,809 8,340 38.2% 1,580 7,081 

平成２６年 20,431 11,097 54.3% 2,065 9,573 

中学校 
平成２０年 10,684 4,188 39.2% 1,190 3,325 

平成２６年 10,370 5,499 53.0% 1,417 4,482 

高等学校 
平成２０年 5,102 3,625 71.1% 3,371 599 

平成２６年 4,966 3,201 64.5% 2,826 931 

学校司書の配置状況 
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〇中学校における運動部活動の参加率 

中  学  校：（公財）日本中体連調べ（全国中学校体育大会種目のみを合計）                           

高等学校：（公財）全国高体連及び（公財）日本高野連調べ（インターハイ種目及び硬式野球・軟式野球を合計） 

〇高等学校における運動部活動の参加率 〇高等学校における運動部活動参加生徒数 

〇中学校における運動部活動参加生徒数 

運動部活動の状況（参加生徒数・参加率の推移） 
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中  学  校：（公財）日本中体連調べ（加盟競技及び参考競技を合計）                           

高等学校：（公財）全国高体連及び（公財）日本高野連調べ（加盟種目及び専門部以外種目、硬式野球・軟式野球を合計） 

 

〇高等学校における運動部数 

〇中学校における運動部数 

※学校数は、学校基本統計調べ（文部科学省HPより） 

平成２２年度 10,815
平成２３年度 10,751
平成２４年度 10,699
平成２５年度 10,628
平成２６年度 10,557

中学校・学校数

平成２２年度 5,116
平成２３年度 5,060
平成２４年度 5,022
平成２５年度 4,981
平成２６年度 4,963

高等学校・学校数
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運動部活動の状況（運動部数の推移） 
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（単位：部） （単位：部）

増△減数 増△減率（％） 増△減数 増△減率（％） 増△減数 増△減率（％） 増△減数 増△減率（％）

軟 式 野 球 8,945 8,978 8,784 △ 161 △ 1.8 △ 194 △ 2.2 硬 式 野 球 4,218 4,163 4,030 △ 188 △ 4.5 △ 133 △ 3.2

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 7,508 7,255 7,210 △ 298 △ 4.0 △ 45 △ 0.6 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 4,369 4,238 4,023 △ 346 △ 7.9 △ 215 △ 5.1

卓 球 7,395 7,052 6,816 △ 579 △ 7.8 △ 236 △ 3.3 サ ッ カ ー 4,250 4,082 3,905 △ 345 △ 8.1 △ 177 △ 4.3

サ ッ カ ー 6,984 6,980 7,003 19 0.3 23 0.3 陸 上 競 技 4,319 4,058 3,979 △ 340 △ 7.9 △ 79 △ 1.9

陸 上 競 技 6,627 6,301 6,509 △ 118 △ 1.8 208 3.3 卓 球 3,802 3,844 3,590 △ 212 △ 5.6 △ 254 △ 6.6

バ レ ー ボ ー ル 9,041 8,770 9,865 824 9.1 1,095 12.5 バ レ ー ボ ー ル 4,310 4,096 3,831 △ 479 △ 11.1 △ 265 △ 6.5

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 7,486 7,495 7,419 △ 67 △ 0.9 △ 76 △ 1.0 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 3,960 3,875 3,755 △ 205 △ 5.2 △ 120 △ 3.1

ソ フ ト テ ニ ス 7,609 7,336 7,089 △ 520 △ 6.8 △ 247 △ 3.4 陸 上 競 技 3,974 3,733 3,718 △ 256 △ 6.4 △ 15 △ 0.4

陸 上 競 技 6,497 6,176 6,210 △ 287 △ 4.4 34 0.6 バ ド ミ ン ト ン 3,398 3,428 3,293 △ 105 △ 3.1 △ 135 △ 3.9

卓 球 6,458 5,916 5,900 △ 558 △ 8.6 △ 16 △ 0.3 剣 道 3,257 2,968 2,820 △ 437 △ 13.4 △ 148 △ 5.0

出典：公益財団法人日本中学校体育連盟調べ 出典：公益財団法人全国高等学校体育連盟及び公益財団法人日本高等学校野球連盟調べ

（26年－20年）

男
子

男
子

女
子

女
子

平成14年 平成20年 平成26年
（26年－14年）

中学校における主な競技別運動部数の推移 高等学校における主な競技別運動部数の推移

競 技 名 平成14年 平成20年 平成26年
（26年－14年） （26年－20年）

競 技 名

中学校・高等学校における主な競技別運動部数の推移 



（公財）日本体育協会調べ 

学校運動部活動指導者の実態に関する調査（平成26年7月） 

運動部活動指導者の実情 
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中学校の運動部活動における外部指導者の数は、平成14年度の１６，７５４人から、平成26年度は約１．８倍の 

２９，８０５人に増加している（１３，０５１人の増）。 

中学校における外部指導者数（（公財）日本中体連調べ）                         

H14 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

外部指導者数 16,754 28,394 31,911 30,578 30,324 29,758 29,211 29,805
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外部指導者について 



          

都道府県・指定都市教育委員会（２７箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性の示唆 

・退職教員等、教職経験者の活用 

・スポーツ医・科学で専門的な知見を有する者の活用 

・オリ・パラ出場経験者等、模範となる者の活用 

具体的活動 

運動部活動等推進委員会 
・スポーツ医・科学で先見的な知見を有する指導者 
 等の確保及び整備 
・取組の推進や事例研究等 

指導体制の工夫改善 生徒の自発的取組につながる 

指導内容・方法の研究・定着 

女子生徒の参加しやすい運動部活動づくり等の 

多様な運動部活動づくりに向けた 

指導内容・方法の工夫改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域実践研究協議会 

・女子の参加しやすい運動部活動づくりの実施 
・選択の幅を広げるため中体連大会、インターハイ

種目以外の運動部活動等の実施 
・複数種目等、多様な形態の運動部活動づくりに

向けた指導内容・方法の工夫改善   

具体的活動 

報告 
報告 

体罰根絶と指導内容・方法の改善に 

つながる資質向上の場の整備 

・各委託事業の好事例の共有 
・｢運動部活動での指導のガイドライン｣の具現化等に

より、体罰根絶にむけた指導の在り方の紹介 
・体系的な資質向上のための研究協議等の場の整備 

都道府県・指定都市教育委員会（６７箇所）、民間団体（２団体） 

・運動部活動における体罰根絶にむけた取組の
徹底と科学的指導方法等の習得による指導者
養成を各競技毎に実施 

・運動部活動の場における指導内容・方法の改
善につながる資質向上のため、習熟度別研修
等を実施 

運動部活動における体罰を根絶するとともに 
適切な内容・方法による運動部活動を推進 

現 状 

○学習指導要領において、部活動を学校教育の一環として明確に位置づけ 

○平成２４年１２月の桜宮高校での体罰事案を発端として、運動部活動での体罰等が社会問題化 

○教員数減、高齢化により、練習や引率の負担増、加えて組織的な指導体制の整備、適切な指導内容・方法の定着、体系的な資質向上の取組が不十分 

○指導の高度化、専門化が求められる一方顧問の約半数は担当する運動部活動の競技経験なし 

○全国体力・運動能力等調査によると、一週間の運動時間の分布は二極化しており、特に、中学校女子のおよそ５分の１がほとんど運動していない 

スポーツ医・科学等を活用した高度な 

運動部活動指導体制の構築 

都道府県・市区町村教育委員会（１８箇所） 

・関係団体等との連携協力体制の構築 

・取組の推進や事例研究等 

運動部活動指導者サミットの開催 

運動部活動顧問の資質向上 

目指す方向 

事業の概要 

方向性の示唆 
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運動部活動指導の工夫・改善支援事業 
   （ 前年度予算額 ：301,630千円） 

    ２７年度予算額 ：301,630千円 



28.4% 

0.0% 

23.9% 

47.8% 

36.9% 

0.0% 

21.5% 

43.1% 

8.5% 

8.5% 

41.6% 

41.3% 

17.8% 

22.3% 

26.1% 

33.8% 

① 作成している。 

② 作成していないが、都道府県教委が定めたルールに従って対応

している。 

③ 作成していないが、都道府県等の中体連・高体連が定めたルー

ルに従って対応している。 

④ 作成していない。 

都道府県市（小学校・中学校）(N=67) 都道府県市（高等学校・特別支援学校）(N=66) 調査対象市区町村(N=329) 調査対象学校(N=399) 

文部科学省調べ（Ｈ２７．５） 

統一的なルール作成の有無 

統一的なルールの内容 

8.6% 

0.0% 

0.0% 

85.7% 

5.7% 

0.0% 

5.3% 

0.0% 

84.2% 

10.5% 

4.7% 

2.6% 

0.5% 

91.2% 

1.0% 

17.4% 

7.6% 

1.1% 

72.0% 

1.9% 

① 部活動指導は、教員に限定している。 

② 部活動指導は、教員に加え、事務職員、実習助手、技術職員、学

校用務員（以下「教職員」という。）も行えることとしている。 

③ 部活動指導は、教職員に加え、部活動指導のみを行う職員（名称

は問わない）がおり、当該職員まで行えることとしている。 

④ 部活動指導は、教職員に加え、外部指導者も行えることとしてい

る。 

⑤ その他 

都道府県市（小学校・中学校）(N=35) 都道府県市（高等学校・特別支援学校）(N=38) 調査対象市区町村(N=193) 調査対象学校(N=264) 

文部科学省調べ（Ｈ２７．５） 

部活動指導者・顧問についての統一的なルール作成の有無 
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1.5% 

3.0% 

53.7% 

19.4% 

22.4% 

3.0% 

4.5% 

56.1% 

21.2% 

15.2% 

7.6% 

5.8% 

54.1% 

24.6% 

7.9% 

8.0% 

8.8% 

48.1% 

25.8% 

9.3% 

① 教員のみ 

② 教職員（部活動指導のみを行う職員を含む）まで 

③ 教員免許を有するなど一定の要件を備えている外部指導者ま

で 

④ 外部指導者でもよい（制約や条件は不要）。 

⑤ その他 

都道府県市（小学校・中学校）(N=67) 都道府県市（高等学校・特別支援学校）(N=66) 調査対象市区町村(N=329) 調査対象学校(N=399) 

文部科学省調べ（Ｈ２７．５） 

部活動指導の望ましい範囲 

部活動指導者等の在り方①  
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0.0% 

47.8% 

1.5% 

32.8% 

6.0% 

0.0% 

11.9% 

0.0% 

45.5% 

0.0% 

28.8% 

10.6% 

0.0% 

15.2% 

6.4% 

54.7% 

5.5% 

20.4% 

9.7% 

2.1% 

1.2% 

7.3% 

42.9% 

7.0% 

19.0% 

12.5% 

7.0% 

4.3% 

① 正規の教員のみ 

② 常勤の教員（臨時的任用者を含む）まで 

③ 教員（非常勤を含む）まで 

④ 教職員（事務職員、実習助手、技術職員、学校用務員）まで 

⑤ 教員免許を有するなど一定の要件を備えている外部指導者ま

で 

⑥ 外部指導者でもよい（制約や条件は不要）。 

⑦ その他 

都道府県市（小学校・中学校）(N=67) 都道府県市（高等学校・特別支援学校）(N=66) 調査対象市区町村(N=329) 調査対象学校(N=399) 

文部科学省調べ（Ｈ２７．５） 

顧問の望ましい範囲 

部活動指導者等の在り方②  

114 



3.0% 

59.7% 

3.0% 

9.0% 

11.9% 

0.0% 

13.4% 

6.1% 

56.1% 

1.5% 

13.6% 

7.6% 

0.0% 

15.2% 

13.1% 

59.3% 

7.0% 

13.1% 

4.9% 

1.5% 

1.2% 

18.5% 

45.6% 

7.3% 

11.8% 

7.8% 

5.0% 

4.0% 

① 正規の教員のみ 

② 常勤の教員（臨時的任用者を含む）まで 

③ 教員（非常勤を含む）まで 

④ 教職員（事務職員、実習助手、技術職員、学校用務員）まで 

⑤ 教員免許を有するなど一定の要件を備えている外部指導者ま

で 

⑥ 外部指導者でもよい（制約や条件は不要）。 

⑦ その他 

都道府県市（小学校・中学校）(N=67) 都道府県市（高等学校・特別支援学校）(N=66) 調査対象市区町村(N=329) 調査対象学校(N=399) 

文部科学省調べ（Ｈ２７．５） 

単独での引率を認める範囲 

部活動指導者等の在り方③  
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（１） 事業の目的 

 ○ 部活動外部指導者派遣事業 

   部活動の一層の充実を図るため、部活動外部指導者を学校へ派遣し、 

  部活動の専門的技術指導を行う。 

   ○ 部活動顧問派遣事業 
  名古屋市立中学校に部活動顧問を派遣することにより、部活動の充実を、 

  活性化を図る。 

 

 （２） 派遣事業の経緯 

 外部指導者派遣事業（Ｓ６１～） 

  ①事業開始（Ｓ６１～、中学校の柔道・剣道） 

   教員顧問の技術的補助 

      （学級数の減少→形式だけの教員顧問→指導の専門性に問題）    

   ②中学校・高等学校の全部活動に拡大（Ｈ２～） 

   ③小学校に拡大（Ｈ５～） 

   顧問派遣事業（中学校・Ｈ１６～） 

  ①外部顧問のみによる単独指導ができる制度として開始 

    ②小学校に拡大（Ｈ２６～） 

部活動外部指導者派遣事業・部活動顧問派遣事業 
（名古屋市の例） 

出典 ： 平成２７年３月２７日 チーム学校作業部会 

     名古屋市教育委員会 スポーツ振興課 岩田指導主事 提出資料 116 



（３）身分取り扱いと役割 

 

 

 

 

 

（４） 指導の内容 

 ①技術指導 ②下校時刻・方法 ③活動場所  ④部室・更衣室の使い方  

 ⑤服装   ⑥持ち物     ⑦安全な活動 ⑧予定等の連絡 

 ※ 怪我の情報は、家庭と学校が共有する。【特に頭部外傷（脳しんとう等）】 

 ※ 熱中症等についても十分配慮する（活動時間帯） 

 

（５） 連携 

 

部活動外部指導者派遣事業・部活動顧問派遣事業 
（名古屋市の例） 

出典 ： 平成２７年３月２７日 チーム学校作業部会 

     名古屋市教育委員会 スポーツ振興課 

               岩田指導主事 提出資料 

 外部指導者 外部顧問 

身分取扱 学校協力者 非常勤特別職（市教委委嘱） 

謝金・報酬 謝金  小：２，７００円／回 

    中：３，６００円／回 

報酬  中：４８，０００円／月 

    小：３６，０００円／月 

位置付け 教員の指導補助【単独指導不可】 教員に替わって指導【単独指導可】 

役  割 

 

教員の指導方針に沿った専門的

な技術指導の補助 

学校の指導方針に沿った部活動指

導全般、大会の引率・指導・監督 

 

部活動運営委員会・部活動保護者会 

 教 職 員 会 

 

教員顧問  連絡調整担当 

 

学校の運営方針を理解した上で、部活動の指導を実施 
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小学校５、６年生 中学校 高等学校 

ＡＬＴの外国語の授業にお
ける活用率 

58.4% 21.9% 10.0% 

※「平成26年度英語教育実施状況調査」の結果より（平成26年度計画） 

ＡＬＴの活用率 

※「平成26年度英語教育実施状況調査」の結果より（括弧外の数値は、小中高で重複あり） 

※平成26年度より、「その他」（ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材）に日本人も含めて調査を実施。 

校種／形態 
JET 

プログラム 
直接任用 

労働者 
派遣契約 

請負契約 その他 合計 

小学校 
（小学校のみ） 

2,040人 

（416人） 

1,683人 

（796人） 

1,033人 

（601人） 
1,607人 
（918人） 

3,800人 
（3,623人） 

10,163人 

（6,354人） 

中学校 
（中学校のみ） 

2,345人 

（664人） 

1,405人 

（512人） 

1,126人 

（693人） 

1,516人 

（819人） 

594人 

（410人） 

6,986人 

（3,098人） 

高等学校 
（中学校等と兼務） 

1,389人 

（1,320人） 

178人 

（165人） 

116人 

（109人） 

291人 

（280人） 

240人 

（232人） 

2,214人 

（2106人） 

ＡＬＴの任用・契約形態別人数 

各学校段階における外国語の総授業時数に占めるALTとティームティーチングを行った 

授業時数の割合を示す。 

計 
※兼務を除く純人数 

4,093人 

（26.5%） 

2,373人 

（15.3%） 

1,842人 

（11.9%） 

2,717人 

（17.6%） 

4,450人 

（28.8%） 
15,475人 

平成26年度外国語指導助手（ALT）の任用・契約形態別人数と外国語の授業等における活用率 
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◎ＪＥＴプログラム 
 外国語教育の充実と地域レベルでの草の根の国際交流の進展を図
り、諸外国との相互理解を増進するとともに、わが国の国際化の促進
に資することを目的とし、語学指導等を行う外国青年を招致。 
                    ＜平成25年度実招致人数：4,372人＞ 
              ※報酬、旅費等の必要な経費について、地方財政措置。 

＜課題１＞ＪＥＴ招致人数の伸び悩みの一因 

ＪＥＴ青年に対する生活面でのサポート体制構築が必ずしも十分ではない 

＜課題２＞教育現場でのＪＥＴ－ＡＬＴの課題 

学校側との円滑なコミュニケーションが必ずしも十分でなく、ＪＥＴ－ＡＬＴ

の能力が最大限には発揮されていない 

【ＪＥＴプログラムに係る標準的な経費について、引き続き、地方財政

措置】  （平成26年度地方財政措置額：300億円程度） 

 都道府県（標準団体規模170万人）における標準的な経費として24,690万

円を地方交付税措置 

 市町村（標準団体規模10万人）における標準的な経費として118万円を地

方交付税措置した上で、市町村のＪＥＴ青年実人員数 × 472万円を加算 

 【ＪＥＴプログラムコーディネーターの配置（新規）】 

 （平成26年度地方財政措置額：10億円程度）（上記300億円の内数)     

 ＪＥＴ－ＡＬＴの地域における生活や、地域における交流活動、教育委員会

や各学校現場、国際交流部局における活動に関する連絡調整の円滑化を

支援するための人材であるコーディネーターの活用に要する経費について、

地方交付税措置 

＜改正（平成２６年度）＞ 

・１週あたり２０時間（※）の職員を、おおむねＪＥＴ青年１０名あたり１名程度配置することが可能な規模を措置（全国計４５０名程度）。（※ＪＥＴ－ＡＬＴ来日時に生活支
援業務が繁忙になる等、年間を通じてばらつきあり。）  

  ＜都道府県（標準団体規模170万人）におけるＪＥＴコーディネーター人員を８人と想定し、標準的な経費として1,747万円を地方交付税措置＞ 

・コーディネーターの主な業務内容は、ＪＥＴ青年の地域における生活や、日本人教師とのコミュニケーションの円滑化、教育現場における能力発揮、地域活動への積
極的参加を始めとする地域レベルでの草の根の国際交流を支援。 

 （参考）コーディネーターの業務内容（例） 
 ・JET-ALTが日常生活を送る上で必要な情報の提供や相談 ・緊急事態（病気、事故等）への対応支援 ・JET-ALTと教委担当者や学校との連絡調整の支援 

・平成２６年度は、都道府県（出先機関等を含む）に配置されたコーディネーターが、都道府県内のＪＥＴ青年（都道府県招致＋市町村招致）を担当することを想定。 

ＪＥＴプログラムコーディネーターについての考え方 

  学習指導要領では、外国語の授業において、児童生徒が英語に触れる機会を充実するとともに、ネイティブ・スピーカーなどの協力を得て、ティー
ム・ティーチングなどの授業を積極的に取り入れ、児童生徒のコミュニケーション能力を育成するとともに、国際理解を深めるようにすること等、指導体
制等の工夫が求められている。 

 また、「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」では、平成30年度から段階的に小学校における英語教育の開始時期の早期化、教科化、
授業時数増等を実施する方向で検討しており、開始時期の早期化や授業時数増に伴い、外国語指導助手（ALT）が教員を補助する授業コマ数も増加
する予定。 

背 景 

＜従来（平成２５年度）＞ 
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ＪＥＴプログラムに係る地方財政措置について 



○教材の開発・作成など教員の授業 

  準備をサポート 
 

○校長経験者による新人 

  教員への授業指導 
 

○子供の体験活動の実施への支援 

 

○中学校における部活動指導支援 

≪事業の概要≫ 
 ○概算要求：１０，０００人⇒１２，０００人(義務教育諸学校分：１０,８００人、高等学校分：１，２００人) 

 ○都道府県・政令市が実施する下記のような取組を行うサポートスタッフ(非常勤)の配置事業に要する経費の１／３以内を補助 

多彩な人材の参画による学校の教育力向上 
～補習等のための指導員等派遣事業～   

 《平成28年度概算要求額：49億円 対前年度8億円増》 

 学校生活適応への支援 

○不登校・中途退学への対応 

 ⇒不登校の児童生徒宅への家庭訪問 

 ⇒保健室登校の児童生徒に対する補習授業や教育相談 

  

○いじめへの対応 

 ⇒いじめに悩む児童生徒の相談対応     等 

 多彩な人材（退職教職員、教員志望の大学生など）がサポートスタッフとして学校の教育活動に参画する取組を支援 

その他 
（教員の指導力向上、教員業務支援等） 

児童生徒の学習サポート 

○補習や発展的な学習への対応 

 ⇒理解が十分でない児童生徒への放課後などを 

   使った補習授業 

 ⇒習熟度別少人数指導、ティームティーチング 

      など、理解度に差のつきやすい授業に加わり、 

   サポート 

        

○小学校における英語指導への対応 

  ⇒専門性が高い非常勤講師や英語が堪能な人材 

    が授業を支援 
 

○外国人児童生徒等の学力向上への取組 

 ⇒日本語を上手に話せない児童生徒への指導、 

     国語等の教科を理解できるようサポート 等 

進路指導・キャリア教育  

○キャリア教育支援 

  ⇒地元企業でのインターンシップ実施のための 

    連絡調整 
 

○就職支援 

  ⇒地元の企業との連携や、新規の 

    就職先の開拓    等 

サポートスタッフがいてくれ
ることで、一人一人に合った
きめ細かい支援ができるね 

教員とサポートスタッフの 
連携により、学校教育活動
が一層充実！ 
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差替え 



学校と地域の連携 
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○多くの地域の人々が学校に関わるようになれば、より豊かな子どもの学びが生まれ
る。 

○子どもの成長とともに大人達の成長を促し、地域の絆を強めていくことは、 
 「地域が良くなれば学校が良くなる」という好循環を生み出す。 

子供や学校の抱える課題の解決、未来を担う子供たちの豊かな成長のためには、 
社会総掛かりでの教育の実現が不可欠 

地域との連携を担う教職員について 

学校における地域連携推進の業務及びその担当を明確化することにより、地域の力を生かした 
学校教育の充実を図るとともに、学校全体の負担を軽減し、マネジメント力の向上を図ることが重要。 

 

 

地域との連携を担う教職員の役割の例 

○校内・学校間（校区内）・教育委員会との連絡・調整 

○校内教職員等の支援ニーズの把握・調整 

○学校支援活動の運営・企画・総括 

○地域との連携に係る研修の企画・実施、先進校の視察   など 

この他、従来、各教員がそれぞれ携わっていた以下の業務を担うことにより、 

地域との連携に係る学校全体の負担軽減が図られることが期待される。 
 

 ・地域住民、保護者、関係機関等との総合窓口 

 ・地域住民等が参加する授業等の調整等（キャリア教育等の総合的な学習そのもののサポート等） 

 ・地域住民・保護者アンケートの作成・集計   など 122 



 

今後の地方教育行政の在り方について（答申）（平成25年12月13日中央教育審議会） 
 

３．学校と教育行政、保護者・地域住民との関係の在り方について 
（２）地域とともにある学校づくりの推進方策 
①国の取組について 
 教職員等の体制を充実すべきとの意見もあり、地域との連携・協働の担当の配置を促すなど、組織的・継続的な取組に向けた支援が必要で
ある。（略） 

地域との連携を担う教職員の位置づけに関する答申等（抜粋） 

 

コミュニティ・スクールを核とした地域とともにある学校づくりの一層の推進に向けて（報告） 
（平成27年３月コミュニティ・スクールの推進等に関する調査研究協力者会議） 

 

Ⅳ コミュニティ・スクールの拡大・充実のための推進方策（提言） 
（２）学校の組織としての総合的なマネジメント力の強化 
○ 継続的な取組や多くの地域の人々の参画を促していくためには、学校と地域の人々が全体として目標を共有し、役割 分担を進めながら、 
取組にふさわしい組織的な体制を構築していく必要があり、学校組織の中で学校と地域の人々をつなぐ役割を担うコーディネート機能の充
実が重要となる。（略） 
【推進のための具体的方策】 
＜地域連携を担当する教職員の明確化等教職員体制の整備＞ 
◇ 全ての学校において、地域との連携・協働の機能を校務分掌で明確に位置づけ、地域との連携・協働の中核となる教職員の配置を促した
り、地域人材を地域連携推進員として校内に配置するなど、地域とともにある学校としての組織的・継続的な体制強化を促すこととし、
そのために必要な制度面の検討も行う。その際、社会教育主事有資格者の活用も促す。 
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新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（審議のまと
め）              （平成27年１０月中央教育審議会初等中等教育分科会地域とともにある学校の在り方に関する作業部会等） 

第２章 これからのコミュニティ・スクールの在り方と総合的な推進方策について 
 第３節 コミュニティ・スクールの総合的な推進方策について 
 １．コミュニティ・スクールの拡大・充実のための推進方策 
 （２）学校の組織としての総合的なマネジメント力の強化 
 ◆国は、地域とともにある学校の組織としての総合的なマネジメント力の強化を図るため、以下の取組を一層推進する。 
 ＜地域連携を担当する教職員の明確化等教職員体制の整備＞ 
 ・国は、学校と地域の信頼関係を構築し、地域の力を生かした学校教育の充実や、学校全体の負担軽減、マネジメント力の向上を図るた
め、  
  学校内において地域との連携の推進を担当する教職員を法令上明確化し、校内体制の整備を図る。この際、社会教育主事有資格者の活用 
  を図ることも検討する。（略） 

差替え 
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【都道府県市（小学校・中学校）（N=67）】 

① 教育委員

会規則等等で

位置づけ 
14 

20.9% 

② 明確な位

置づけはな

い。 
46 

68.7% 

③ その他 
7 

10.4% 

【都道府県市（高等学校・特別支援学校）（N=66）】 

① 教育委員

会規則等等で

位置づけ 
9 

13.6% 

② 明確な位

置づけはな

い。 
49 

74.2% 

③ その他 
8 

12.1% 

【調査対象市区町村（N=329）】 

① 都道府県の

規則等に基づき、

市区町村の規則

等で位置づけ 

56 
17.0% 

② 都道府県の

規則等に規定が

ないため、市区町

村の規則等で位

置づけ 

18 
5.5% 

③ 都道府県の

規則等にも市区

町村の規則等に

も明確な位置づけ

はない。 

244 
74.2% 

④ その他 

11 
3.3% 

【調査対象学校（N=674）】 

① 規則等に基づ

き、校務分掌上の

位置づけを行い、

特定の教職員等

が担当 

175 
26.0% 

② 規則等には規

定はないが、学校

の方針として校務

分掌上の位置づ

けを行い、特定の

教職員等が担当 
300 … 

③ 明確な位置づ

けはない。  

188 
27.9% 

④ その他 

11 
1.6% 

地域との連携を担う教職員の教育委員会規則等での位置付け  
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